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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両前方の映像を撮影する前方撮影手段と、
　車両の運転者の映像を撮影する運転者撮影手段と、
　前記運転者撮影手段で撮影された映像に基づいて運転者の注視方向を判定する注視方向
判定手段と、
　前記前方撮影手段で撮影された映像から道路標識を判定する道路標識判定手段と、
　前記道路標識がある旨の出力をする出力手段と、
　車両の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記道路標識の位置情報、および前記道路標識と前記道路標識の規制内容に対応する違
反内容が関連付けられた情報が記憶されている記憶手段と、
　前記前方撮影手段で撮影された映像から判定された道路標識の規制内容を判定する規制
判定手段と、
　前記車両の運転状態を検出する運転状態検出手段と、
　前記出力手段により道路標識がある旨の出力をさせる制御手段であって、前記運転状態
検出手段で検出された運転状態が前記規制判定手段で判定された規制内容に違反している
場合において、前記記憶手段に記憶されている前記規制内容に対応する違反内容を、前記
注視方向判定手段の判定結果に基づき運転者が前記道路標識を認識しているか否かに応じ
て異なる態様で前記出力手段に出力させる制御手段と、
　を有することを特徴とする警報装置。
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【請求項２】
　前記記憶手段には、前記道路標識と該道路標識の規制内容に対応する違反内容および罰
則の内容が関連付けて記憶され、
　前記制御手段は、前記運転状態検出手段で検出された運転状態が前記規制判定手段で判
定された規制内容に違反している場合において、前記注視方向判定手段の判定結果に基づ
き運転者が前記道路標識を認識していない場合には、違反内容を前記出力手段に出力させ
、前記注視方向判定手段の判定結果に基づき運転者が前記道路標識を認識している場合に
は、違反内容に加えて罰則の内容を前記出力手段に出力させる、
　請求項１記載の警報装置。
【請求項３】
　前記記憶手段には、前記道路標識と該道路標識の規制内容に対応する違反内容および罰
則の内容が関連付けて記憶され、
　前記制御手段は、前記運転状態検出手段で検出された運転状態が前記規制判定手段で判
定された複数の規制内容に違反している場合には、前記違反した複数の規制内容のうち、
最も重い罰則に対応する違反内容を前記出力手段に出力させる、
　請求項１または２記載の警報装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮影された映像から道路標識が判定されたときに、前記位置情報
取得手段で取得された位置に対応する道路標識が前記記憶手段にない場合には、該位置と
、該道路標識とを関連付けて前記記憶手段に記憶させることを特徴とする請求項１から３
のうちいずれか１項に記載の警報装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記違反内容に応じて前記出力手段に出力される違反内容の色又は明るさを変更するこ
とを特徴とする請求項１から４のうちいずれか１項に記載の警報装置。
【請求項６】
　前記記憶手段には、さらに車両の運行に関する情報と、その期限が関連付けて記憶され
、
　前記制御手段は、前記期限が到来したときに、該期限に対応する車両の運行に関する情
報を前記出力手段から出力させることを特徴とする請求項１から５のうちいずれか１項に
記載の警報装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車等の車両の警報装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車載カメラで道路標識を撮影し、道路標識に表示された制限速度等の交通規
制情報を認識して、乗員に警報する警報装置が知られている（例えば、特許文献１参照）
。この警報装置は、交通規制情報に基づいて、車両が交通違反をしているか否かを判定し
、例えば、制限速度を３０ｋｍ／ｈオーバーしていると判定された場合には、その情報と
、科される罰則に関する情報がディスプレイに表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１６４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の警報装置は、道路標識に基づき交通違反があると判定さ
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れた場合には、運転者や車両の状況に関わらず常に違反情報と罰則に関する情報とをディ
スプレイに表示させるため、効果的な注意喚起ができない場合があるという課題がある。
【０００５】
　この発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不要な警報を抑制して効率良く注
意喚起をすることができる警報装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　上記の課題を解決するために、請求項１に記載した発明は、車両前方の映像を撮影す
る前方撮影手段（例えば、実施形態における前方映像取得用カメラ１０）と、車両の運転
者の映像を撮影する運転者撮影手段（例えば、実施形態におけるドライバ映像取得用カメ
ラ１１）と、前記運転者撮影手段で撮影された映像に基づいて運転者の注視方向を判定す
る注視方向判定手段（例えば、実施形態における注視方向検出部２３）と、前記前方撮影
手段で撮影された映像から道路標識を判定する道路標識判定手段（例えば、実施形態にお
ける標識・標示検出部２１）と、前記道路標識がある旨の出力をする出力手段（例えば、
実施形態におけるスピーカ１２、映像提示部１３）と、車両の位置情報を取得する位置情
報取得手段（例えば、実施形態における車両位置取得部１４）と、前記道路標識の位置情
報、および前記道路標識と前記道路標識の規制内容に対応する違反内容が関連付けられた
情報が記憶されている記憶手段（例えば、実施形態における標識・標示位置データベース
１５）と、前記前方撮影手段で撮影された映像から判定された道路標識の規制内容を判定
する規制判定手段（例えば、実施形態における規制判定部３１）と、前記車両の運転状態
を検出する運転状態検出手段（例えば、実施形態における運転状態検出部３０）と、前記
出力手段により道路標識がある旨の出力をさせる制御手段であって、前記運転状態検出手
段で検出された運転状態が前記規制判定手段で判定された規制内容に違反している場合に
おいて、前記記憶手段に記憶されている前記規制内容に対応する違反内容を、前記注視方
向判定手段の判定結果に基づき運転者が前記道路標識を認識しているか否かに応じて異な
る態様で前記出力手段に出力させる制御手段（例えば、実施形態における標識・標示存在
判定部２２、標識・標示注視判定部２４、および、情報提示判定部２５により構成される
）とを有することを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載した発明は、請求項１に記載の発明において、前記記憶手段には、前記
道路標識と該道路標識の規制内容に対応する違反内容および罰則の内容が関連付けて記憶
され、前記制御手段は、前記運転状態検出手段で検出された運転状態が前記規制判定手段
で判定された規制内容に違反している場合において、前記注視方向判定手段の判定結果に
基づき運転者が前記道路標識を認識していない場合には、違反内容を前記出力手段に出力
させ、前記注視方向判定手段の判定結果に基づき運転者が前記道路標識を認識している場
合には、違反内容に加えて罰則の内容を前記出力手段に出力させることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載した発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶手段には
、前記道路標識と該道路標識の規制内容に対応する違反内容および罰則の内容が関連付け
て記憶され、前記制御手段は、前記運転状態検出手段で検出された運転状態が前記規制判
定手段で判定された複数の規制内容に違反している場合には、前記違反した複数の規制内
容のうち、最も重い罰則に対応する違反内容を前記出力手段に出力させることを特徴とす
る。
【０００９】
　請求項４に記載した発明は、請求項１から３のうちいずれか１項に記載の発明において
、前記制御手段は、前記撮影された映像から道路標識が判定されたときに、前記位置情報
取得手段で取得された位置に対応する道路標識が前記記憶手段にない場合には、該位置と
、該道路標識とを関連付けて前記記憶手段に記憶させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載した発明は、請求項１から４のうちいずれか１項に記載の発明において
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、前記制御手段は、前記違反内容に応じて前記出力手段に出力される違反内容の色又は明
るさを変更することを特徴とする。
　また、請求項６に記載した発明は、請求項１から５のうちいずれか１項に記載の発明に
おいて、前記記憶手段には、さらに車両の運行に関する情報と、その期限が関連付けて記
憶され、前記制御手段は、前記期限が到来したときに、該期限に対応する車両の運行に関
する情報を前記出力手段から出力させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、車両前方の映像を撮像して、この映像から道路標識を判定す
る一方、運転者の映像を撮影して、この映像から運転者の注視方向を判定して、道路標識
が判定され、運転者の注視方向が道路標識側に無いときにのみ、出力手段に道路標識があ
る旨の出力を行い、道路標識が判定されず、且つ位置情報取得手段で取得された位置情報
の位置に対応する道路標識が記憶されている場合には、運転者の注視方向に関わらず、出
力手段により道路標識がある旨の出力を行うことができる。
したがって、運転者が道路標識を視認している場合に出力手段による道路標識がある旨の
出力を行うのを防止することができると共に、道路標識があるにも関わらず道路標識が視
認できない状態の場合に出力手段による道路標識がある旨の出力を行うことができるため
、不要な警報を抑制して効率良く注意喚起をすることができる効果がある。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、撮影された車両前方の映像から道路標識が判定されたときに
、車両の位置情報に対応する位置の道路標識が記憶手段に記憶されていない場合、該位置
と、該道路標識とを関連付けて記憶手段に記憶させることで、例えば、道路標識が新しく
設置された場合などに自動的に記憶手段に追加することができるため、商品性を向上する
ことができる効果がある。
【００１３】
　本発明の一態様によれば、道路標識の規制内容を判定し、さらに運転状態を検出して、
制御手段により運転状態が規制内容を違反していると判定された場合に、この規制内容に
対応する違反内容を記憶手段より読み出して出力手段に出力させることができるため、規
制内容を遵守していないときにのみ運転者に注意喚起を行うことができる効果がある。
【００１４】
　本発明の一態様によれば、出力手段に出力される違反内容に応じて出力される違反内容
の色又は明るさを変更して、例えば、違反が重度なほど色を赤色にしたり、明るさをより
明るく変更することで、運転者が違反の程度を容易に認識することができる効果がある。
【００１５】
　本発明の一態様によれば、記憶手段に記憶されている期限、例えば、車検などの期限が
到来したと判定された場合に、当該期限に関連付けされて記憶されている車両の運行に関
する情報、例えば、車検、を出力手段から出力させて乗員に報知、到来したことを車両の
乗員に報知することができるため、更なる商品性の向上を図ることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態における警報装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態における警報装置の制御処理を示すフローチャートである
。
【図３】本発明の第１実施形態における運転者への注意喚起の一例を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態における図１に相当するブロック図である。
【図５】本発明の第２実施形態における警報装置の制御処理を示すフローチャートである
。
【図６】本発明の第２実施形態における警報装置の制御処理を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の第２実施形態における道路標示を検出している場合の車両の上面図であ



(5) JP 5513353 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

る。
【図８】本発明の第２実施形態における運転者が道路標識および道路標示を視認しており
、規制を遵守していないときの運転者への注意喚起の一例を示す図である。
【図９】本発明の第２実施形態における運転者が道路標識および道路標示を視認していな
いときの運転者への注意喚起の一例を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態の変形例における違反点数に対する音量、明るさ、色の
変化を示す図である。
【図１１】本発明の第２実施形態における違反点数が低い場合の表示例を示す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態における違反点数が高い場合の表示例を示す図である。
【図１３】本発明の第３実施形態における、前方に一時停止の道路標識が存在する場合の
運転者への注意喚起の一例を示す図である。
【図１４】本発明の第３実施形態における、左折後、５０ｋｍ／ｈ規制となる場合の運転
者への注意喚起の一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態における、車検の期限が到来した場合の運転者への注意喚起
の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、この発明の第１実施形態における警報装置について図面を参照しながら説明する
。
　この実施形態の警報装置１は、自動車等の車両に搭載され、図１に示すように、前方映
像取得用カメラ１０、ドライバ映像取得用カメラ１１、スピーカ１２、映像提示部１３、
車両位置取得部１４、標識・標示位置データベース１５、および、制御処理部２０とを備
えて構成される。
【００１８】
　前方映像取得用カメラ１０は、車両前方の映像より具体的には、車両が走行している走
行路に設置されている道路標識ｈ１や道路標示ｈ２（図８参照）を撮影するべく、車両前
方の風景を撮影するカメラであって、例えば、車室内のバックミラー３（図３参照）の近
傍に配置される。この前方映像取得用カメラ１０によって撮影された映像の映像データは
、制御処理部２０へ出力される。
【００１９】
　ドライバ映像取得用カメラ１１は、運転者の映像より具体的には、運転席の車両前方側
から見た運転者の映像を取得するためのカメラであって、ＣＣＤカメラや近赤外線ＬＥＤ
等を備えて構成され、例えば、運転席前方のインスツルメントパネル４（図３参照）上や
、運転席前方のメータパネル近傍などに配置される。このドライバ映像取得用カメラ１１
により撮影された映像の映像データは、制御処理部２０へ出力される。
【００２０】
　スピーカ１２および映像提示部１３は、音声および画面表示により、乗員に種々の注意
喚起を行う出力手段であり、制御処理部２０により音声出力および表示出力が制御される
。映像提示部１３は、液晶等のディスプレイであって、例えばカーナビゲーション装置の
ディスプレイや、メータパネルに設置される情報提示用のディスプレイなどが用いられる
。
【００２１】
　車両位置取得部（車両位置取得手段）１４は、ＧＰＳ（Global Positioning System）
信号などの測位信号を受信し、この測位信号によって自車両の現在位置を算出する。また
、車速センサおよびヨーレートセンサ（図示略）などから出力される自車両の速度（車速
）およびヨーレートの検出信号に基づく自律航法の算出処理によって、自車両の現在位置
を算出する。これら自車両の現在位置の算出結果はそれぞれ制御処理部２０へ出力される
。
【００２２】
　標識・標示位置データベース（記憶手段）１５は、交通規制に関する情報を記憶するデ
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ータベースであって、緯度および経度からなる座標点であるノードと、各ノード間を結ぶ
線であるリンクと、各リンクの距離等との道路データを地図データとして備えている。ま
た標識・標示位置データベース１５には、道路上方や道路脇等に設置される道路標識ｈ１
の位置情報や、路面上に記された道路標示ｈ２の位置情報が記録されている。
【００２３】
　制御処理部２０は、標識・標示検出部２１と、標識・標示存在判定部２２と、注視方向
検出部２３と、標識・標示注視判定部２４と、情報提示判定部２５との各ブロックを備え
て構成される。
【００２４】
　標識・標示検出部２１（道路標識判定手段）は、前方映像取得用カメラ１０により撮影
された映像の中から、画像処理等により道路標識ｈ１および道路標示ｈ２を検出し、検出
された道路標識ｈ１および道路標示ｈ２の情報を標識・標示存在判定部２２へ出力する。
【００２５】
　標識・標示存在判定部２２は、道路標識ｈ１および道路標示ｈ２の存在を判定するブロ
ックであり、標識・標示検出部２１の検出結果に基づいて道路標識ｈ１と道路標示ｈ２と
のうち少なくとも何れか一方が存在しているか否かを判定する。
　さらに、標識・標示存在判定部２２は、車両位置取得部１４により取得された位置情報
の位置に対応する道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２を、標識・標示位置データベース１５の
記憶情報から検索して、道路標識ｈ１と道路標示ｈ２とのうち少なくとも何れか一方が存
在しているか否かを判定する。標識・標示存在判定部２２による判定結果は、情報提示判
定部２５へ向けて出力される。
【００２６】
　標識・標示存在判定部２２は、さらに、撮影された映像に道路標識ｈ１が存在すると判
定されたとき、車両位置取得部１４で取得された車両の位置情報に対応する位置に設置さ
れた道路標識ｈ１が標識・標示位置データベース１５に記憶されていない場合には、この
道路標識ｈ１の位置情報を標識・標示位置データベース１５に記憶させる。同様に、標識
・標示存在判定部２２は、撮影された映像に基づき道路標示ｈ２が存在すると判定された
とき、車両位置取得部１４で取得された位置情報に対応する位置に設置された道路標示ｈ
２が標識・標示位置データベース１５に記憶されていない場合には、この道路標示ｈ２の
位置情報を標識・標示位置データベース１５に記憶させる。
【００２７】
　注視方向検出部（注視方向判定手段）２３は、ドライバ映像取得用カメラ１１より入力
される映像データに基づいて運転者の注視方向を判定する。ここで、注視方向検出部２３
は、例えば、運転者のＣＣＤカメラ映像を基にして運転者の顔の向きを検知するとともに
、近赤外線ＬＥＤ等から運転者の眼球に光を照射したときの虹彩上の反射点（眼球上輝点
）の位置と、瞳孔の位置を検知し、虹彩上の反射点と瞳孔との距離を基にして運転者の視
線方向を求める。なお、注視方向を、顔の向きと視線方向との両方を用いて求める一例に
ついて説明したが、何れか一方のみを用いて求めるようにしても良い。注視方向検出部２
３の検出結果は、標識・標示注視判定部２４へ向けて出力される。
【００２８】
　標識・標示注視判定部２４は、標識・標示存在判定部２２により道路標識ｈ１と道路標
示ｈ２とのうち少なくとも何れか一方の存在が判定された場合に、判定された道路標識ｈ
１や道路標示ｈ２を運転者が注視しているか否かを、注視方向検出部２３の検出結果に基
づき判定する。この判定結果は、情報提示判定部２５へ向けて出力される。
【００２９】
　情報提示判定部２５は、標識・標示存在判定部２２による判定結果および、標識・標示
注視判定部２４による判定結果に基づいて、道路標識ｈ１が存在すると判定され、運転者
の注視方向が道路標識ｈ１側に無いと判定された場合に、スピーカ１２や映像提示部１３
を介して道路標識ｈ１がある旨の情報を出力させる。同様に、道路標示ｈ２が存在すると
判定され、運転者の注視方向が道路標示ｈ２側に無いと判定された場合には、スピーカ１
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２や映像提示部１３を介して道路標示ｈ２がある旨の情報を出力させる。
【００３０】
　情報提示判定部２５は、標識・標示検出部２１によって道路標識ｈ１および道路標示ｈ
２が両方とも検出されず、かつ、車両位置取得部１４で取得された位置情報に関連付けら
れた道路標識ｈ１と道路標示ｈ２とのうち少なくとも何れか一方が標識・標示位置データ
ベース１５に記憶されている場合には、運転者の注視方向に関わらず、スピーカ１２や映
像提示部１３を介して、車両位置取得部１４で取得された位置情報に対応する道路標識ｈ
１又は道路標示ｈ２がある旨の情報を出力させる。
【００３１】
　第１実施形態の警報装置は上述した構成を備えており、次に、この警報装置１の制御処
理について図２のフローチャートを参照しながら説明する。
　まず、制御処理部２０は、前方映像取得用カメラ１０により撮影された車両前方の映像
に基づき、標識・標示検出部２１で道路標識ｈ１や道路標示ｈ２の検出処理を行う（ステ
ップＳ０１）。
　次いで、ドライバ映像取得用カメラ１１により撮影された運転者の映像に基づき、注視
方向検出部２３で注視方向の検出処理を行う（ステップＳ０２）。
　さらに、車両位置取得部１４から車両の位置情報を取得する（ステップＳ０３）。
【００３２】
　その後、標識・標示検出部２１で道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が検出されたか否かを判
定する（ステップＳ０４）。道路標識ｈ１と道路標示ｈ２とのうち少なくとも何れか一方
が検出されたと判定された場合は（ステップＳ０４でＹＥＳ）、検出された道路標識ｈ１
、道路標示ｈ２が車両の位置情報に関連付けされて標識・標示位置データベース１５に記
録されているか否かを判定する（ステップＳ０５）。この判定の結果、標識・標示位置デ
ータベース１５に記録されていないと判定された場合には（ステップＳ０５でＮＯ）、検
出された道路標識ｈ１、道路標示ｈ２を標識・標示位置データベース１５に記録し（ステ
ップＳ０９）、道路標識ｈ１、道路標示ｈ２の注視判定を行う（ステップＳ０６）。また
、標識・標示位置データベース１５に記録されている場合には（ステップＳ０５でＹＥＳ
）、道路標識ｈ１、道路標示ｈ２の注視判定を行う（ステップＳ０６）。
【００３３】
　次いで、注視判定の結果に基づき、運転者が検出された道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２
を注視しているか否か（注視済みか否か）を判定する（ステップＳ０７）。この判定の結
果、注視済みであると判定された場合には（ステップＳ０７でＹＥＳ）、上述した一連の
処理を一旦終了（リターン）し、また、注視していないと判定された場合には（ステップ
Ｓ０７でＮＯ）、道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２に関する情報をスピーカ１２や映像提示
部１３を介して出力（ステップＳ０８）した後（情報提示）、上述した一連の処理を一旦
終了する。
【００３４】
　一方、道路標識ｈ１と道路標示ｈ２とのうち少なくとも何れか一方が検出されていない
と判定された場合は（ステップＳ０４でＮＯ）、車両位置取得部１４から取得された車両
の位置情報に対応する道路標識ｈ１や道路標示ｈ２、すなわち車両の直ぐ前方に存在する
道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が標識・標示位置データベース１５に記録されているか否か
を判定する（ステップＳ１０）。この判定の結果、標識・標示位置データベース１５に記
録されていると判定された場合には（ステップＳ１０でＹＥＳ）、その対象となる道路標
識ｈ１又は道路標示ｈ２に関する情報がスピーカ１２や映像提示部１３から出力済み（提
示済み）か否かを判定する。この判定の結果、出力済みではないと判定された場合には（
ステップＳ１１でＮＯ）、道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２に関する情報をスピーカ１２や
映像提示部１３を介して出力し（ステップＳ０８）、上述した一連の処理を一旦終了する
。
【００３５】
　また、標識・標示位置データベース１５に記録されていないと判定された場合（ステッ
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プＳ１０でＮＯ）および、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２に関する情報が出力済みと判定さ
れた場合には（ステップＳ１１でＹＥＳ）、道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２に関する情報
をスピーカ１２や映像提示部１３を介して出力すること無しに、上述した一連の処理を一
旦終了する。
【００３６】
　すなわち、図３に示すように、例えば、車両の走行中に前方の道路標識ｈ１（一時停止
標識）が街路樹等によって覆われて運転者が視認できない状態では、標識・標示位置デー
タベース１５に記憶されていれば、運転者の注視方向に関わらず、「この先、一時停止が
あります」等、道路標識ｈ１の規制内容の情報として一時停止標識がある旨の情報がスピ
ーカ１２から出力されることとなる。そして、道路標識ｈ１が街路樹等によって覆われて
いない場合であっても、運転者Ｄが道路標識ｈ１を注視していないと判定された場合には
、道路標識ｈ１の規制内容の情報として一時停止標識がある旨の情報がスピーカ１２から
出力される。なお、図３では一時停止標識がある旨の情報がスピーカ１２から出力される
場合を例示したが、同時に映像提示部１３に表示出力するようにしても良い。
【００３７】
　したがって、上述した第１実施形態の警報装置１によれば、車両前方の映像を撮像して
、この映像から道路標識ｈ１を判定する一方、運転者Ｄの映像を撮影して、この映像から
運転者Ｄの注視方向を判定して、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が判定され、運転者Ｄの注
視方向が道路標識ｈ１側に無いとき、すなわち運転者Ｄが道路標識ｈ１や道路標示ｈ２を
視認していないときに、スピーカ１２や映像提示部１３により道路標識ｈ１や道路標示ｈ
２がある旨の出力を行い、また、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が判定されず、且つ車両位
置取得部１４で取得された位置情報の位置に対応する道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が、標
識・標示位置データベース１５に記憶されている場合、すなわち運転者Ｄが道路標識ｈ１
や道路標示ｈ２を視認できない場合に、運転者Ｄの注視方向に関わらず、スピーカ１２や
映像提示部１３により道路標識ｈ１や道路標示ｈ２がある旨の出力を行うため、運転者Ｄ
が道路標識ｈ１や道路標示ｈ２を視認している場合にスピーカ１２や映像提示部１３によ
る道路標識ｈ１がある旨の出力を行うのを防止することができ、この結果、不要な警報を
抑制して効率良く注意喚起を行うことができる。
【００３８】
　また、撮影された車両前方の映像から道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が判定されたときに
、車両の位置に対応する道路標識ｈ１が標識・標示位置データベース１５に記憶されてい
ない場合、該位置と、該道路標識ｈ１又は道路標示ｈ２とを関連付けて標識・標示位置デ
ータベース１５に記憶させることで、例えば、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２が新しく設置
された場合などに自動的に標識・標示位置データベース１５に追加することができるため
、商品性を向上することができる。
【００３９】
　なお、上述した第１実施形態では、道路標識ｈ１が交通規制を示す規制標識である場合
を一例に説明したが、規制標識に限られるものではなく、案内標識や指示標識などの他の
道路標識であってもよい。
【００４０】
　次に、この発明の第２実施形態の警報装置１００について図面を参照しながら説明する
。この第２実施形態の警報装置１００は、上述した第１実施形態の警報装置１に運転状態
検出部３０と規制判定部３１とを追加したものである。第１実施形態の警報装置と同一部
分に同一符号を付して説明する。
　図４に示すように、この実施形態の警報装置１００は、前方映像取得用カメラ１０、ド
ライバ映像取得用カメラ１１、スピーカ１２、映像提示部１３、車両位置取得部１４、標
識・標示位置データベース１５、運転状態検出部３０、および、制御処理部２０とを備え
て構成される。なお、前方映像取得用カメラ１０、ドライバ映像取得用カメラ１１、スピ
ーカ１２、映像提示部１３、および、車両位置取得部１４は上述した第１実施形態と同様
の構成であるため詳細説明を省略する。
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【００４１】
　標識・標示位置データベース１５は、道路標識ｈ１の位置情報および道路標示ｈ２の位
置情報に加え、道路標示ｈ２の規制内容の情報と、この規制内容の情報に対応する違反内
容の情報とが関連付けて記憶され、さらに、道路標示ｈ２の規制内容の情報と、この規制
内容の情報に対応する違反内容の情報とが関連付けて記憶される（図７参照）。
【００４２】
　運転状態検出部３０は、車両の運転状態、より具体的には車輪速センサ（図示せず）な
どによる自車両の速度や、運転に関する運転者の操作状態等を検出する。この検出された
運転状態の情報は、情報提示判定部２５へ出力される。
　制御処理部２０は、上述した第１実施形態と同様に、標識・標示検出部２１と、標識・
標示存在判定部２２と、注視方向検出部２３と、標識・標示注視判定部２４と、情報提示
判定部１２５との各ブロックを備えるとともに、規制判定部３１を備えて構成される。
　規制判定部３１は、前方映像取得用カメラ１０で撮影された映像から、画像処理等によ
り、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２の規制内容を判定する。この判定結果は情報提示判定部
２５へ出力される。
【００４３】
　情報提示判定部１２５は、運転状態検出部３０により検出された運転状態が規制判定部
３１で判定された規制内容に違反している場合、例えば、規制内容が５０ｋｍ／ｈ規制で
ある場合に、自車両の車速が５５ｋｍ／ｈであるような場合には、標識・標示位置データ
ベース１５に記録されている規制内容に対応する違反内容の情報をスピーカ１２や映像提
示部１３に出力させる
【００４４】
　第２実施形態の警報装置は上述した構成を備えており、次に、この警報装置の制御処理
について図５、図６のフローチャートを参照しながら説明する。
　まず、前方映像取得用カメラ１０により車両前方の道路標識ｈ１、道路標示ｈ２を検知
する（ステップＳ２０）と共に、ドライバ映像取得用カメラ１１により運転者の視線を検
知し、注視方向検出部２３により運転者の注視方向を検出する（ステップＳ２１）。
　次いで、検出された注視方向に基づいて、標識・標示存在判定部２２によって存在が判
定された道路標識ｈ１や道路標示ｈ２を運転者が注視しているか否かを判定する（ステッ
プＳ２２）。この判定の結果、運転者が道路標識ｈ１や道路標示ｈ２を注視していると判
定された場合（ステップＳ２２でＹＥＳ）は、注視している道路標識ｈ１と道路標示ｈ２
との少なくとも何れか一方の情報を一時記録する（ステップＳ２３）。そして、運転状態
検出部３０により運転状態の情報を取得し（ステップＳ２４）、標識・標示位置データベ
ース１５より検知された道路標識ｈ１と道路標示ｈ２との少なくとも何れか一方に関連付
けされた規制内容の情報を取得する（ステップＳ２５）。なお、運転者が道路標識ｈ１や
道路標示ｈ２を注視していないと判定された場合には（ステップＳ２２でＮＯ）、注視し
ている道路標識ｈ１と道路標示ｈ２との少なくとも何れか一方の情報を一時記録すること
なしに、運転状態検出部３０により運転状態の情報を取得する処理（ステップＳ２４）に
進む。
【００４５】
　次に、規制内容の情報が変化したか否か、すなわち規制内容の異なる新たな道路標識や
道路標示が検出されたか否かを判定する（ステップＳ２６）。この判定の結果、規制内容
の情報が変化したと判定された場合は（ステップＳ２６でＹＥＳ）、変化した規制内容の
情報に関する標識・標示を注視しているか否かの判定結果をリセットして（ステップＳ２
７）、規制内容の情報と運転状態の情報とを比較する規制遵守判定処理を行う（ステップ
Ｓ２８）。一方、規制内容の情報が変化していないと判定された場合は（ステップＳ２６
でＮＯ）、規制内容の情報と運転状態の情報とを比較する規制遵守判定処理を行う（ステ
ップＳ２８）。
【００４６】
　次いで、規制遵守判定処理による比較結果に基づき、規制内容を遵守しているか否かを
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判定する（ステップＳ２９）。規制内容を遵守していると判定された場合には（ステップ
Ｓ２９でＹＥＳ）、この一連の処理を一旦終了し、規制内容を遵守していないと判定され
た場合には（ステップＳ２９でＮＯ）、違反対象となっている道路標識ｈ１、道路標示ｈ
２を認識しているか否か、すなわち注視しているか否かを判定する（ステップＳ３０）。
【００４７】
　この判定の結果、認識していないと判定された場合には、同一規制範囲内、すなわち違
反対象の道路標識ｈ１、道路標示ｈ２により規制された対象区間内で同じ規制内容の情報
をスピーカ１２や映像提示部１３により提示済みか否かを判定する（ステップＳ３１）。
この判定の結果、提示済みであると判定された場合には（ステップＳ３１でＹＥＳ）、運
転者が既に規制内容を遵守していないことを認識しているので、違反の内容に加えて、反
則金および、減点になる点数を映像提示部１３に表示する（ステップＳ３２）と共に、ス
ピーカ１２を介して音声により規制内容の情報を出力（提示）して（ステップＳ３３）、
上述した一連の処理を一旦終了する。一方、同一規制範囲内で同じ規制内容の情報を提示
済みではないと判定された場合（ステップＳ３１でＮＯ）は、スピーカ１２を介して音声
により規制内容の情報を出力して、上述した一連の処理を一旦終了する。
【００４８】
　すなわち、図７、図８に示すように、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２を運転者Ｄが視認し
ていないときに（図７中、注視方向を実線矢印で示し、図８中、注視方向を破線矢印で示
す）、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２の規制内容が５０ｋｍ／ｈで車速が７０ｋｍ／ｈであ
る場合は、規制内容を遵守していないと判定して、スピーカ１２より「２０ｋｍ／ｈスピ
ードオーバー」というような音声出力を行い運転者に注意を促す。一方、図９に示すよう
に、５０ｋｍ／ｈの規制内容の道路標識ｈ１を視認しているにもかかわらず、車速が７２
ｋｍ／ｈである場合には、運転者Ｄに悪意があるため、映像提示部１３に違反の内容（速
度超過）、反則金の金額、減点される点数をそれぞれ表示して、スピーカ１２より音声出
力を行い運転者Ｄに対して注意喚起を行う。
【００４９】
　したがって、上述した第２実施形態の警報装置によれば、道路標識ｈ１や道路標示ｈ２
の規制内容を判定し、さらに運転状態を検出して、運転状態が規制内容を遵守していない
と判定された場合にのみ、この規制内容をスピーカ１２から出力して効率よく注意喚起を
行うことができる。また、運転者Ｄが規制内容を認識しているにもかかわらず、規制内容
を遵守していない場合には、規制内容に対応した違反内容を標識・標示位置データベース
１５より読み出して映像提示部１３に出力させることができるため、運転者Ｄに更なる注
意喚起を行うことができる。
【００５０】
　なお、上述した第２実施形態では、違反の内容、反則金の金額、および、減点される点
数の情報が映像提示部１３に単に表示される場合について説明したが、これに限られず、
例えば、第２実施形態の変形例として図１０～図１２に示すように、違反点数に応じて、
違反点数が大きいほど、スピーカ１２の音量を増加させたり、映像提示部１３の明るさを
明るくしたり、映像提示部１３の文字色を白色から赤色に変化させるようにしてもよく、
また、これらの手法のうちから選択的に採用するようにしてもよい。これにより、運転者
が違反の程度を容易に認識することができる。なお、図１１は、比較的違反点数が小さい
場合（１点）、図１２は、比較的違反点数が大きい場合（６点）を示している。
【００５１】
　また、上述した第２実施形態では、一つの違反（速度超過）をしている場合についての
み説明したが、同時に複数の違反、例えば、ドライバ映像取得用カメラ１１の映像に基づ
き運転者が運転中に携帯電話を使用していることが検出されたり、飲酒運転検出用のセン
サ（図示せず）の検出結果に基づき飲酒運転が検出された場合には、点数の最も高い違反
内容を映像提示部１３に表示させるようにすればよい。
【００５２】
　次に、この発明の第３実施形態の警報装置について図面を参照しながら説明する。なお
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、この第３実施形態の警報装置は、上述した第２実施形態の警報装置に対して、規制の遵
守に関わらずに、予め記憶された規制情報や期限の情報を乗員に報知する構成を加えたも
のであるため、図４のブロック図を援用して説明する。
　この第３実施形態の警報装置の標識・標示位置データベース１５には、上述した第２実
施形態の標識・標示位置データベース１５の記憶情報に加えて、車両の運行に関する情報
である車検や、自賠責保険の情報に対して、それぞれ有効期限の情報が関連付けて記憶さ
れている。
【００５３】
　情報提示判定部１２５には、運転者Ｄなどによって予め規制内容が選択的に設定可能に
なっており、例えば、規制内容として一時停止が選択され設定されている場合には、標識
・標示位置データベース１５の記憶情報から、走行中の道路の先に存在する一時停止の道
路標識ｈ１又は道路標示ｈ２を検索して、図１３に示すように、所定距離又は所定時間前
に予め規制内容の情報をスピーカ１２から音声出力する。また、例えば、規制内容として
予め速度規制が選択され設定されている場合には、速度規制の変化が予測できる、例えば
、図１４に示すように、運転者Ｄによりウインカー（図１４中、左ウインカー）が操作さ
れた場合などに、右左折して進入する道路の速度規制内容の情報を予めスピーカ１２から
音声出力する。
【００５４】
　情報提示判定部１２５は、さらに車両始動時に標識・標示位置データベース１５を検索
して、車両の運行に関する情報に関連付けられた期限が過ぎているか否かを判定して、期
限が到来していると判定された場合には、当該期限に関連付けされている車両の運行に関
する情報をスピーカ１２から音声出力する。例えば、図１５に示すように、車検の有効期
限が到来した場合には「車検が切れています」等の音声出力を行う。車検の期限や自賠責
保険の有効期限が到来したことは、例えばＧＰＳ信号や、車載された時計などの時間情報
に基づき判定することができる。なお、車検の有効期限および自賠責保険の有効期限は、
車検などの更新時に標識・標示位置データベース１５に記録される。
【００５５】
　したがって、第３実施形態の警報装置によれば、標識・標示位置データベース１５に記
憶されている車検などの期限が到来したと判定された場合に、当該期限に関連付けされて
記憶されている車両の運行に関する情報、例えば、車検、をスピーカ１２から出力させて
乗員に報知、到来したことを車両の乗員に報知することができるため、更なる商品性の向
上を図ることができる。
【００５６】
　なお、この発明は上述した各実施形態の構成に限られるものではなく、その要旨を逸脱
しない範囲で設計変更可能である。
　例えば、上述した実施形態では、道路標識ｈ１と道路標示ｈ２との両方を検知して乗員
に注意喚起を行う場合について説明したが、道路標識ｈ１のみを検知して乗員に注意喚起
するようにしてもよい。
　また、第２実施形態および第３実施形態では、スピーカ１２の音声出力のみで注意喚起
する場合について説明したが、同時に映像提示部１３への文字表示等を行い注意喚起する
ようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　前方映像取得用カメラ（前方撮影手段）
　１１　ドライバ映像取得用カメラ（運転者撮影手段）
　１２　スピーカ（出力手段）
　１３　映像提示部（出力手段）
　１４　車両位置取得部（位置情報取得手段）
　１５　標識・標示位置データベース（記憶手段）
　２１　標識・標示検出部（道路標識判定手段）
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　２２　標識・標示存在判定部（制御手段）
　２３　注視方向検出部（注視方向判定手段）
　２４　標識・標示注視判定部（制御手段）
　２５　情報提示判定部（制御手段）
　３０　運転状態検出部（運転状態検出手段）
　３１　規制判定部（規制判定手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】
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